
『空家対策に関する近江八幡市内の

■募集内容等について

詳しい内容については、「空家対策に関する近江八幡市内事業者名簿作成の

募集等に係る要領」をご覧になってください。登録方法等詳細については、建築

課まで直接お問い合わせください。

※募集の締め切り期限は設けておりません。登録には一定の条件があります。

問い合わせ先 ：近江八幡市役所安土支所 都市整備部建築課

建築指導・空家対策グループ

TEL：0748-36-5544 FAX：0748-36-5595

◆募集趣旨

近江八幡市内にある空家について、所有者や相続人の方から見積依頼

や業者紹介の相談を受けることが多数あります。そこで、空家対策に関す

る業務を行われている『市内事業者名簿』を作成することにしました。

事業者名簿をホームページや窓口で公開することで、空家対策について

市内事業者さんに協力・受託してもらい、空家問題の早期解決に繋げたい

と考えています。

●想定される業務内容

・空家を解体するのに費用を見積りをしてほしい。

・空家の修繕の費用が知りたい。工事を頼みたい。

・空家の相続登記をしたい。費用について知りたい。

・空家になったけれど何から手を付けていいかわからないので相談したい。

是非登録をお願いします！

空家対策に関する業務に協力いただける事業者の方、

事業者名簿』を作成します


